
1/11 

○茅ヶ崎市児童クラブ条例 

平成１３年３月２９日 

条例第１７号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、茅ヶ崎市児童クラブの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置、名称及び位置） 

第２条 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童の健全な育成を図るため茅ヶ崎市児童ク

ラブ（以下「児童クラブ」という。）を設置し、その名称及び位置は、別表のとおりとする。 

（平１３条例４５・平１４条例４８・平１５条例４３・平１７条例４２・平１８条例１６・平１８条例２

９・平２６条例５９・一部改正） 

（児童クラブの管理） 

第３条 児童クラブの管理は、指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定す

る指定管理者をいう。以下同じ。）に行わせるものとする。 

（平１５条例４３・全改） 

（指定管理者の指定の申請） 

第４条 指定管理者の指定を受けようとする者は、申請書に児童クラブに係る事業計画書その他教育委員会規則で定

める書類を添えて教育委員会に申請しなければならない。 

（平１５条例４３・追加、平１６条例５・令４条例３５・一部改正） 

（指定管理者の指定） 

第５条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、児童

クラブの設置の目的を最も効果的に達成することができると認められる者を指定管理者として指定しなければな

らない。 

(1) 事業計画による児童クラブの管理が、住民の平等な利用を確保することができるものであること。 

(2) 事業計画書の内容が、児童クラブの適切な管理及びその管理に係る経費の縮減が図られるものであること。 

(3) 事業計画書に沿った管理を適正かつ確実に行うことができる人的能力及び物的能力を有するものであること。 

（平１５条例４３・追加、平１６条例５・令４条例３５・一部改正） 
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（指定管理者の業務） 

第６条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 児童クラブの入所の承認に関する業務 

(2) 児童クラブに入所している児童（以下「入所児童」という。）の健全な育成に関する業務 

(3) 児童クラブの施設及び附属設備（以下「施設等」という。）の維持管理に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が定める業務 

（平１５条例４３・追加、平１６条例５・令４条例３５・一部改正） 

（休所日） 

第７条 児童クラブの休所日は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

(3) １月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日まで 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けて、臨時に

休所日に開所し、又は臨時に休所日以外の日に開所しないことができる。 

（平１５条例４３・追加、平１６条例５・令４条例３５・一部改正） 

（開所時間） 

第８条 児童クラブの開所時間は、小学校の授業終了時から午後７時までとする。ただし、学校の休業日（その日が

前条の休所日に当たる日を除く。）にあっては、午前８時から午後７時までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、教育委員会の承認を受けて、臨時に

開所時間を変更することができる。 

（平１５条例４３・追加、平１６条例５・平１８条例１６・平２０条例４０・平２５条例１２・令４条例

３５・一部改正） 

（入所することができる児童） 

第９条 児童クラブに入所することができる者は、市内に住所を有し、小学校に就学している児童で次の各号のいず

れにも該当するものとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。 

(1) 保護者のいずれもが次のいずれかに該当することにより当該児童の健全な育成を行うことができないと認め
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られる児童 

ア 居宅外で労働することを常態としていること。 

イ 居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としていること。 

ウ 妊娠中であり、又は出産後間がないこと。 

エ 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。 

オ 長期にわたり疾病の状態にあり、又は精神若しくは身体に障害を有する同居の親族を常時介護していること。 

カ 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。 

キ アからカまでに準ずると教育委員会が認める状態にあること。 

(2) 同居の親族その他の者が昼間家庭において当該児童の健全な育成を行うことができないと認められる児童 

（平１５条例４３・旧第４条繰下、平１６条例５・平２６条例５９・令４条例３５・一部改正） 

（入所の承認等） 

第１０条 児童クラブに入所しようとする児童の保護者は、指定管理者の承認を受けなければならない。 

２ 指定管理者は、児童クラブに入所しようとする児童が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の承認をしな

いことができる。 

(1) 集団における指導が困難と認められるとき。 

(2) その他児童クラブの管理上支障があると認められるとき。 

（平１５条例４３・旧第５条繰下・一部改正） 

（入所の承認の取消し） 

第１１条 指定管理者は、入所児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入所の承認を取り消す

ことができる。 

(1) 第９条に該当しなくなったとき。 

(2) 前条第２項各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

(3) 偽りその他不正の行為により入所の承認を受けたとき。 

（平１５条例４３・旧第６条繰下・一部改正） 

（退所の届出） 

第１２条 児童クラブを退所しようとする児童の保護者は、指定管理者に届け出なければならない。 
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（平１５条例４３・旧第７条繰下・一部改正） 

（育成料の納付） 

第１３条 入所児童の保護者は、指定管理者に児童クラブの利用に係る料金（以下「育成料」という。）を納付しな

ければならない。この場合において、育成料は、当該指定管理者の収入とする。 

２ 育成料は、児童１人につき月額２０，０００円を超えない範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会

の承認を得て定めるものとする。 

（平１５条例４３・旧第８条繰下・一部改正、平１６条例５・平１７条例４２・平２０条例４０・令４条

例３５・一部改正） 

（育成料の減免） 

第１４条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、育成料の全部又は一部を免除することができる。 

（平１５条例４３・旧第９条繰下・一部改正） 

（育成料の不還付） 

第１５条 既納の育成料は、還付しない。ただし、指定管理者が災害その他特別の理由があると認めるときは、育成

料の全部又は一部を還付することができる。 

（平１５条例４３・旧第１０条繰下・一部改正、平１７条例４２・一部改正） 

（損害賠償） 

第１６条 入所児童の保護者は、当該児童が児童クラブの施設等を損傷し、又は滅失したときは、教育委員会の指示

に従い、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認め

たときは、この限りでない。 

（平１５条例４３・旧第１１条繰下・一部改正、平１６条例５・令４条例３５・一部改正） 

（委任） 

第１７条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

（平１５条例４３・旧第１３条繰下、平１６条例５・令４条例３５・一部改正） 

附 則 

１ この条例は、平成１３年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 児童クラブの入所の承認に関する手続については、この条例の施行の日前においても、この条例の例により行う
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ことができる。 

附 則（平成１３年条例第４５号） 

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 茅ヶ崎市梅田児童クラブの入所の承認に関する手続については、この条例の施行の日前においても行うことがで

きる。 

附 則（平成１４年条例第４８号） 

１ この条例は、平成１５年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 茅ヶ崎市浜須賀児童クラブの入所の承認に関する手続については、この条例の施行の日前においても、改正後の

茅ヶ崎市児童クラブ条例の例により行うことができる。 

附 則（平成１５年条例第４３号） 

１ この条例は、平成１６年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、公布の日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に改正前の茅ヶ崎市児童クラブ条例（以下「旧条例」という。）第１２条の規定に基づき

管理を委託している茅ヶ崎市児童クラブについては、地方自治法の一部を改正する法律（平成１５年法律第８１号）

附則第２条に規定する日までの間は、旧条例第１２条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正

後の茅ヶ崎市児童クラブ条例（以下「新条例」という。）第７条第２項及び第８条第２項中「指定管理者は、特に

必要があると認めるときは、市長の承認を受けて」とあるのは「市長は、特に必要があると認めるときは」と、第

１０条から第１２条までの規定中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第１３条から第１５条までの規定中「指

定管理者」とあるのは「管理受託者」と読み替えて新条例（第３条から第６条までを除く。）の規定を適用する。 

（平１６条例５・全改） 

３ 指定管理者の指定のために必要な行為は、この条例の施行前においても、改正後の茅ヶ崎市児童クラブ条例の例

により行うことができる。 

附 則（平成１６年条例第５号） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正前の茅ヶ崎市児童クラブ条例の一部を改正する条例附則第３項の規定による指定管理者の指

定のために必要な行為については、なお従前の例による。 

附 則（平成１７年条例第４２号） 
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１ この条例は、平成１８年１月１日から施行する。ただし、次項及び附則第３項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 茅ヶ崎市小出児童クラブの入所の承認に関する手続については、この条例の施行の日前においても、改正後の茅

ヶ崎市児童クラブ条例（以下「新条例」という。）の例により行うことができる。 

３ 茅ヶ崎市小出児童クラブの指定管理者の指定のために必要な行為は、この条例の施行前においても、新条例の例

により行うことができる。 

附 則（平成１８年条例第１６号） 

１ この条例中第８条第１項の改正規定並びに次項及び附則第３項の規定は公布の日から、第２条の改正規定は平成

１８年７月１日から施行する。 

２ 茅ヶ崎市小和田児童クラブの入所の承認に関する手続については、第２条の改正規定の施行の日前においても、

改正後の茅ヶ崎市児童クラブ条例（以下「新条例」という。）の例により行うことができる。 

３ 茅ヶ崎市小和田児童クラブの指定管理者の指定のために必要な行為は、第２条の改正規定の施行前においても、

新条例の例により行うことができる。 

附 則（平成１８年条例第２９号） 

１ この条例は、平成１８年１０月１日から施行する。ただし、次項及び附則第３項の規定は、公布の日から施行す

る。 

２ 茅ヶ崎市松浪児童クラブ及び茅ヶ崎市緑が浜児童クラブの入所の承認に関する手続については、この条例の施行

の日前においても、改正後の茅ヶ崎市児童クラブ条例（以下「新条例」という。）の例により行うことができる。 

３ 茅ヶ崎市松浪児童クラブ及び茅ヶ崎市緑が浜児童クラブの指定管理者の指定のために必要な行為は、この条例の

施行前においても、新条例の例により行うことができる。 

附 則（平成１８年条例第５０号） 

（施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は公布の日から起算して５月を超えない範囲で規則で定める日から、第２条の規定は公

布の日から起算して８月を超えない範囲で規則で定める日から施行する。ただし、次項から附則第５項までの規定

は、公布の日から施行する。 

（第１条の規定は、平成１９年規則第１９号で平成１９年４月１日から施行） 

（第２条の規定は、平成１９年規則第２８号で平成１９年７月２１日から施行） 



7/11 

（茅ヶ崎市茅ヶ崎児童クラブに関する準備行為） 

２ 茅ヶ崎市茅ヶ崎児童クラブの入所の承認に関する手続については、第１条の規定の施行の日前においても、同条

の規定による改正後の茅ヶ崎市児童クラブ条例の例により行うことができる。 

３ 茅ヶ崎市茅ヶ崎児童クラブの指定管理者の指定のために必要な行為は、第１条の規定の施行前においても、同条

の規定による改正後の茅ヶ崎市児童クラブ条例の例により行うことができる。 

（茅ヶ崎市東海岸児童クラブに関する準備行為） 

４ 茅ヶ崎市東海岸児童クラブの入所の承認に関する手続については、第２条の規定の施行の日前においても、同条

の規定による改正後の茅ヶ崎市児童クラブ条例の例により行うことができる。 

５ 茅ヶ崎市東海岸児童クラブの指定管理者の指定のために必要な行為は、第２条の規定の施行前においても、同条

の規定による改正後の茅ヶ崎市児童クラブ条例の例により行うことができる。 

附 則（平成１９年条例第４０号） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。ただし、次項及び附則第３項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 茅ヶ崎市鶴嶺児童クラブ及び茅ヶ崎市香川児童クラブの入所の承認に関する手続については、この条例の施行の

日前においても、改正後の茅ヶ崎市児童クラブ条例（以下「新条例」という。）の例により行うことができる。 

３ 茅ヶ崎市鶴嶺児童クラブ及び茅ヶ崎市香川児童クラブの指定管理者の指定のために必要な行為は、この条例の施

行前においても、新条例の例により行うことができる。 

附 則（平成２０年条例第４０号） 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

(1) 次項及び附則第３項の規定 公布の日 

(2) 第８条及び第１３条の改正規定 平成２１年４月１日 

(3) 別表の改正規定 平成２１年９月１日 

２ 茅ヶ崎市柳島児童クラブ及び茅ヶ崎市円蔵児童クラブの入所の承認に関する手続については、前項第３号に掲げ

る改正規定の施行の日前においても、改正後の茅ヶ崎市児童クラブ条例（以下「新条例」という。）の例により行

うことができる。 

３ 茅ヶ崎市柳島児童クラブ及び茅ヶ崎市円蔵児童クラブの指定管理者の指定のために必要な行為は、附則第１項第

３号に掲げる改正規定の施行の日前においても、新条例の例により行うことができる。 
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附 則（平成２１年条例第２５号） 

１ この条例は、平成２２年４月１日から施行する。ただし、次項及び附則第３項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 茅ヶ崎市梅田第２児童クラブ及び茅ヶ崎市西浜児童クラブの入所の承認に関する手続については、この条例の施

行の日前においても、改正後の茅ヶ崎市児童クラブ条例（以下「新条例」という。）の例により行うことができる。 

３ 茅ヶ崎市梅田第２児童クラブ及び茅ヶ崎市西浜児童クラブの指定管理者の指定のために必要な行為は、この条例

の施行前においても、新条例の例により行うことができる。 

附 則（平成２２年条例第１３号） 

１ この条例は、平成２２年１１月１日から施行する。ただし、次項及び附則第３項の規定は、公布の日から施行す

る。 

２ 茅ヶ崎市松林児童クラブ及び茅ヶ崎市室田児童クラブの入所の承認に関する手続については、この条例の施行の

日前においても、改正後の茅ヶ崎市児童クラブ条例（以下「新条例」という。）の例により行うことができる。 

３ 茅ヶ崎市松林児童クラブ及び茅ヶ崎市室田児童クラブの指定管理者の指定のために必要な行為は、この条例の施

行前においても、新条例の例により行うことができる。 

附 則（平成２２年条例第３５号） 

１ この条例は、平成２３年４月１日から施行する。ただし、次項及び附則第３項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 茅ヶ崎市汐見台児童クラブの入所の承認に関する手続については、この条例の施行の日前においても、改正後の

茅ヶ崎市児童クラブ条例（以下「新条例」という。）の例により行うことができる。 

３ 茅ヶ崎市汐見台児童クラブの指定管理者の指定のために必要な行為は、この条例の施行前においても、新条例の

例により行うことができる。 

附 則（平成２３年条例第３０号） 

１ この条例は、平成２３年１１月１日から施行する。ただし、次項及び附則第３項の規定は、公布の日から施行す

る。 

２ 茅ヶ崎市香川第２児童クラブの入所の承認に関する手続については、この条例の施行の日前においても、改正後

の茅ヶ崎市児童クラブ条例（以下「新条例」という。）の例により行うことができる。 

３ 茅ヶ崎市香川第２児童クラブの指定管理者の指定のために必要な行為は、この条例の施行前においても、新条例

の例により行うことができる。 
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附 則（平成２３年条例第３０号）抄 

１ この条例は、平成２３年１１月１日から施行する。 

附 則（平成２４年条例第２０号） 

１ この条例は、平成２５年４月１日から施行する。ただし、次項及び附則第３項の規定は、公布の日から施行する。 

２ 茅ヶ崎市松浪第２児童クラブ、茅ヶ崎市浜須賀第２児童クラブ、茅ヶ崎市今宿第２児童クラブ及び茅ヶ崎市室田

第２児童クラブの入所の承認に関する手続については、この条例の施行の日前においても、改正後の茅ヶ崎市児童

クラブ条例（以下「新条例」という。）の例により行うことができる。 

（平２５条例１３・一部改正） 

３ 茅ヶ崎市松浪第２児童クラブ、茅ヶ崎市浜須賀第２児童クラブ、茅ヶ崎市今宿第２児童クラブ及び茅ヶ崎市室田

第２児童クラブの指定管理者の指定のために必要な行為は、この条例の施行前においても、新条例の例により行う

ことができる。 

（平２５条例１３・一部改正） 

附 則（平成２５年条例第１２号） 

この条例は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年条例第１３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年条例第５９号） 

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律

の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成２４年法律第６７号）の施行の日から施行

する。 

附 則（平成２７年条例第１６号） 

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。 

附 則（平成２７年条例第５７号） 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年条例第２１号） 

この条例は、公布の日から起算して３月を超えない範囲内において、規則で定める日から施行する。 
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（平成２８年規則第３３号で平成２８年５月１６日から施行） 

附 則（平成２９年条例第３１号） 

この条例は、平成２９年８月３１日から施行する。 

附 則（令和２年条例第９号） 

この条例は、令和２年３月３０日から施行する。 

附 則（令和２年条例第３６号） 

この条例は、令和３年１月６日から施行する。 

附 則（令和３年条例第３９号） 

この条例は、令和４年３月２８日から施行する。 

附 則（令和４年条例第３５号） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日前に第６条の規定による改正前の茅ヶ崎市児童クラブ条例の規定によりされた処分、手続そ

の他の行為は、改正後の茅ヶ崎市児童クラブ条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。 

別表（第２条関係） 

（平１８条例２９・追加、平１８条例５０・平１９条例４０・平２０条例４０・一部改正、平２１条例２

５・全改、平２２条例１３・平２２条例３５・平２３条例３０・一部改正、平２４条例２０・全改、平２

５条例１３・平２７条例１６・平２７条例５７・平２８条例２１・平２９条例３１・令２条例９・令２条

例３６・令３条例３９・一部改正） 

名称 位置 

茅ヶ崎市茅ヶ崎児童クラブ 茅ヶ崎市共恵一丁目１０番７０号 

茅ヶ崎市鶴嶺児童クラブ 茅ヶ崎市浜之郷６０３番地 

茅ヶ崎市松林児童クラブ 茅ヶ崎市松林二丁目１６番３２号 

茅ヶ崎市西浜児童クラブ 茅ヶ崎市南湖六丁目１５番１３号 

茅ヶ崎市小出児童クラブ 茅ヶ崎市堤１９６７番地 

茅ヶ崎市松浪児童クラブ 茅ヶ崎市富士見町２番１３号 

茅ヶ崎市松浪第２児童クラブ 茅ヶ崎市出口町１２番５―１３号 
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茅ヶ崎市梅田児童クラブ 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目５番４６号 

茅ヶ崎市梅田第２児童クラブ 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目５番３２号 

茅ヶ崎市香川児童クラブ 茅ヶ崎市香川一丁目３０番５９号 

茅ヶ崎市香川第２児童クラブ 茅ヶ崎市香川一丁目３０番５１号 

茅ヶ崎市浜須賀児童クラブ 茅ヶ崎市白浜町３番２４号 

茅ヶ崎市浜須賀第２児童クラブ 茅ヶ崎市松が丘二丁目１２番８号 

茅ヶ崎市柳島児童クラブ 茅ヶ崎市柳島二丁目６番５４号 

茅ヶ崎市小和田児童クラブ 茅ヶ崎市小和田三丁目２番４４号 

茅ヶ崎市円蔵児童クラブ 茅ヶ崎市茅ヶ崎５５１番地９ 

茅ヶ崎市今宿児童クラブ 茅ヶ崎市今宿１２２５番地１ 

茅ヶ崎市今宿・鶴嶺児童クラブ 茅ヶ崎市今宿１２２４番地１ 

茅ヶ崎市室田児童クラブ 茅ヶ崎市松林三丁目５番３３号 

茅ヶ崎市東海岸児童クラブ 茅ヶ崎市東海岸南四丁目１０番４０号 

茅ヶ崎市浜之郷児童クラブ 茅ヶ崎市西久保１８０番地 

茅ヶ崎市緑が浜児童クラブ 茅ヶ崎市富士見町２番１３号 

茅ヶ崎市汐見台児童クラブ 茅ヶ崎市汐見台３番１１号 

 




